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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年9月24日(2015.9.24)

【公表番号】特表2015-503219(P2015-503219A)
【公表日】平成27年1月29日(2015.1.29)
【年通号数】公開・登録公報2015-006
【出願番号】特願2014-539942(P2014-539942)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/048    (2014.01)
   Ｃ０８Ｊ   5/18     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ   7/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 123/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/06     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 123/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   31/04     ５６０　
   Ｃ０８Ｊ    5/18     ＣＥＳ　
   Ｃ０９Ｊ    7/00     　　　　
   Ｃ０９Ｊ  123/00     　　　　
   Ｃ０９Ｊ   11/06     　　　　
   Ｃ０９Ｊ  123/08     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年8月5日(2015.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　本開示の様々な実施形態及び実施が開示される。開示された実施形態は、例証するため
に提示されるもので、制限するためのものではない。上記の実施及び他の実施は以下の請
求項の範囲内である。本開示が、開示されたもの以外の実施形態及び実施により実行され
得ることは当業者には理解されよう。上記の実施形態及び実施例の詳細には、本発明の基
礎をなす原理から逸脱することなく多くの変更を加えることができる点は当業者に認識さ
れるであろう。本開示は本明細書に記載される説明的実施形態及び実施例によって不要に
限定されるものではない点、更にこうした実施例及び実施形態はあくまで一例として示さ
れるものであって本開示の範囲は以下の特許請求の範囲によってのみ限定されるものであ
る点は理解されるはずである。更に、本開示に対する様々な改変及び変形が、本開示の趣
旨及び範囲から逸脱することなく当業者にとって明らかとなろう。したがって、本願の範
囲は、以下の「特許請求の範囲」によってのみ定められるべきものである。本発明の実施
態様の一部を以下の項目［１］－［３０］に記載する。
［１］
　太陽光発電モジュールに使用可能なフィルムであって、
　ポリオレフィンと、
　シランと、
　１種類以上の架橋剤と、
　可塑剤と、を含み、
　前記フィルムの平均透過率（％）が、４００～１１００ｎｍの波長範囲にわたって少な
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くとも９０％である、フィルム。
［２］
　前記可塑剤が非極性である、項目１に記載のフィルム。
［３］
　前記可塑剤が、本質的にエチレン／α－オレフィンコポリマー及びＣ４～Ｃ１０のポリ
オレフィンホモポリマーからなる群から選択される、項目１～２のいずれかに記載のフィ
ルム。
［４］
　前記可塑剤が、－５０℃未満のＴｇを有する、項目１～３のいずれかに記載のフィルム
。
［５］
　前記可塑剤が、－７０℃未満のＴｇを有する、項目１～４のいずれかに記載のフィルム
。
［６］
　前記可塑剤が、２０℃で液体である、項目１～５のいずれかに記載のフィルム。
［７］
　前記ポリオレフィンがエチレン／α－オレフィンコポリマーである、項目１～６のいず
れかに記載のフィルム。
［８］
　前記エチレン／α－オレフィンコポリマーのα－オレフィン部分が、４つ以上の炭素を
含む、項目７に記載のフィルム。
［９］
　前記エチレン／α－オレフィンコポリマーが、低結晶性エチレン／α－オレフィンコポ
リマーである、項目１～７のいずれかに記載のフィルム。
［１０］
　前記低結晶性エチレン／α－オレフィンコポリマーが、５０℃以下のＤＳＣピーク融点
を有する、項目９に記載のフィルム。
［１１］
　前記低結晶性エチレン／α－オレフィンコポリマーが、ブテンα－オレフィンである、
項目９又は１０のいずれかに記載のフィルム。
［１２］
　前記フィルム中の低結晶性エチレン／α－オレフィンコポリマーが７０重量％を超えて
いる、項目１～１１のいずれかに記載のフィルム。
［１３］
　前記シランが不飽和アルコキシシランである、項目１～１２のいずれかに記載のフィル
ム。
［１４］
　前記不飽和アルコキシシランがアクリル系アルコキシシランである、項目１３に記載の
フィルム。
［１５］
　前記１種類以上の架橋剤が、熱硬化性架橋剤及び光硬化性架橋剤の中の１つである、項
目１～１４のいずれかに記載のフィルム。
［１６］
　前記熱硬化性架橋剤が過酸化物である、項目１５に記載のフィルム。
［１７］
　助剤を更に含む、項目１～１６のいずれかに記載のフィルム。
［１８］
　追加の樹脂を更に含む、項目１～１７のいずれかに記載のフィルム。
［１９］
　前記追加の樹脂が、追加の低結晶性エチレン／α－オレフィンコポリマーである、項目
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１８に記載のフィルム。
［２０］
　前記追加の樹脂が、エチレン／ブテンコポリマー及びエチレン／オクテンコポリマーの
中の１つである、項目１８又は１９に記載のフィルム。
［２１］
　３１０ｎｍの紫外線カットオフを有するヒンダードアミン光安定剤を更に含む、項目１
～２０のいずれかに記載のフィルム。
［２２］
　本質的に３２０、３３０、３４０、３５０、３６０、３７０、及び３８０ｎｍからなる
群から選択される紫外線カットオフを有する紫外線吸収剤を更に含む、項目１～２１のい
ずれかに記載のフィルム。
［２３］
　前記フィルムの平均透過率（％）が、１０００時間の８５／８５耐久試験への曝露後に
、４００～１１００ｎｍの波長範囲にわたって少なくとも９０％である、項目１～２２の
いずれかに記載のフィルム。
［２４］
　前記フィルムの機械方向の収縮測定値が、可塑剤を含まないフィルムの機械方向の収縮
測定値より小さい、項目１～２３のいずれかに記載のフィルム。
［２５］
　１００℃での前記フィルムの貯蔵弾性率測定値が、前記可塑剤を含まないフィルムの１
００℃での貯蔵弾性率測定値より大きい、項目１～２４のいずれかに記載のフィルム。
［２６］
　１５０℃での前記フィルムの貯蔵弾性率測定値が、前記可塑剤を含まないフィルムの１
５０℃での貯蔵弾性率測定値より大きい、項目１～２５のいずれかに記載のフィルム。
［２７］
　前記フィルムのゲル分率が２０％未満である、項目１～２６のいずれかに記載のフィル
ム。
［２８］
　前記フィルムのゲル分率が５％未満である、項目１～２７のいずれかに記載のフィルム
。
［２９］
　前記フィルムが多層を含む、項目１～２８のいずれかに記載のフィルム。
［３０］
　太陽電池モジュール内にある、項目１～２９のいずれかに記載のフィルム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光発電モジュールに使用可能なフィルムであって、
　ポリオレフィンと、
　シランと、
　１種類以上の架橋剤と、
　可塑剤と、を含み、
　前記フィルムの平均透過率（％）が、４００～１１００ｎｍの波長範囲にわたって少な
くとも９０％である、フィルム。
【請求項２】
　前記可塑剤が、－５０℃未満のＴｇを有する、請求項１に記載のフィルム。
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【請求項３】
　前記ポリオレフィンが、５０℃以下のＤＳＣピーク融点を有する、請求項１に記載のフ
ィルム。
【請求項４】
　前記フィルムの平均透過率（％）が、１０００時間の８５／８５耐久試験への曝露後に
、４００～１１００ｎｍの波長範囲にわたって少なくとも９０％である、請求項１に記載
のフィルム。
【請求項５】
　太陽電池モジュール内にある、請求項１に記載のフィルム。
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